
 
 

 

 

  

 

入園・進級 おめでとうございます！！ 

やわらかな春の日差しをいっぱい浴びて、昨年度園児が植えたチューリップがきれいに咲

いています。待ちに待った入園、進級を職員一同心よりお喜び申し上げます。 

今日から新しい生活がスタートします。３歳児、４歳児、５歳児の１１４人で出発です。

子どもたちの健やかな成長と幸せを願い、保護者と職員がともに育ち合っていきたいと思い

ます。 一年間、ご協力の程、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ＊＊４月の行事予定＊＊ 
 

日 月 火 水 木 金 土 
 

   １ 

職員会 

辞令交付式 

２ ３ ４ 

 

５ ６ 
 

７ 

小中学校入学式  

８ 
園入園・始園式  

保護者会役員会  

（写真撮影終了後）  

 

９ 
慣らし保育（給食なし） 
園内研  

 

1０ 
 
 

園長会 

1１ 
養老町乳幼

児保育研究

会 

 1２ 
 

１３ 慣らし保育 

（12：15給食あり） 

命を守る訓練  

 

１４ 

 

教育懇談会 

安全点検・交通指導  

 

 

 
発育測定 

 

１６ 

慣らし保 育 

(14:00給食あり) 

１７ 
 

主任会 

１８ 
 

  

１９ ２０ 
通常保育 

2１ 

 

職員会 

２２ 

4月生まれの 

誕生会 

（9：30～） 

2３ 

 

2４ 

 

２５ 

 
 

2６ 
 

２７ 
ＡＬＴすみれ 

 

２８ 

ＡＬＴはこべ  

 

２９ 

昭和の日 

３０   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養老町立養老こども園 
 

住 所 養老町高田２３１－１ 

ＴＥＬ 0584-３２－０９１３ 

ＦＡＸ 0584-３２－０９０３ 

Mail  yoroyo＠town.yoro.gifu.jp 

 

【園       長】若 山 義 郎   【副 園 長】 安 部 み な 子 

【れんげ組担任兼主任】千 種 純 子   【れんげ組担任】 松 井 萌 乃 

【たんぽぽ組担任】  菱 田 聖 良   【つくし組担任】 木 村 麻 里 菜 

【すみれ組担任】   渡 辺 恵     【はこべ組担任】 藤  原  香 澄 

養老こども園 

 

令和２年 

４月 ８日 

 

 

◎園だより・・・月１回発行します。園の行事、お知らせなどを載せます。 

次月の予定もお知らせしておきますが、町やその他の行事との  

兼ね合いから、急に変更になる場合もありますので、便りや連絡帳

すぐメールなどの確認をお願いいたします。 

◎献 立 表    ・・・月１回発行します。給食の献立表です。 

◎クラス（学年）だより・・・随時発行します。各クラスの子どもの様子をお知らせ          

します。 

◎そ の 他    ・・・行事などについてのお知らせをします。 

  ＊ たよりは、「おたより袋」に入れて持って帰ります。たよりを通して、園と家庭

との連携を図っていきたいと思います。よろしくお願いします。 

  ＊ たよりがない日も「おたより袋」は、いつもかばんに入れておいてください。 

園からのたよりについて 

 

【園  医】やまぐち内科クリニック 養老町押越６７０－１ ３２－０００８ 

半田眼科        養老町高田８２３－２ ３３－０３２１ 

馬場歯科クリニック     養老町高田８８８   ３３－２０２０ 

イノウエ漢方薬局     養老町押越５１９－４ ３４－２２８９ 

※健康管理のため、園医による健康診断を行います。検診は、子どもだけで受けます。
結果は、全ての検診が終わってから、ご報告いたします。検診日に欠席した場合は、
後日各自上記の園医さんにて検診していただきます。 

 

※発育測定は、月１回身長と体重を測定します。おはようブックに記入 

しますので、お子さんの成長を確認ください。 

 

※給食は、完全給食です。献立表を参考に、家庭でも栄養のバランスを考えたメニュ 

を工夫してみるといいですね。栄養士の先生から、栄養についてお話を聞きます。 

子ども達一人一人の状態を把握し、楽しい食事がとれるように配慮します。 
 
※偏食などご心配があるお子さんについても、ご相談ください。 

健康管理について 

 

職 員 紹 介 

慣らし保育について 
 

 入園説明会でもお願いしましたが、新し
い生活での精神的及び身体的に負担を考
え、新入園児及び希望者の方に以下の通
り慣らし保育を行います。ご協力よろし
くお願いいたします。 
 
９日（木）～１０日（金）午前１１時降園  

１３日（月）～１５日（水）午後１２時１５分降園  
１６日（木）～１７日（金）午後２時降園  
１９日（金）より通常時間（1号認定は、２時降園）  

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、保護者会及び園行事を中止または延期する

ことがあります。ご了承ください。 



 

 

入園説明会でも、お知らせいたしましたように下記のものを準備し、 

１ 0日（金）までに必ず持たせてください。  

・手ふきタオル（掛けるひもをつけて）・マスク（給食用・布製の袋に入れて） 

・歯みがきセット（コップ・歯ブラシを袋に入れて）・のりの手ふき(ハンドタオル) 

・クレパス（１本ずつ名前を書いて）・サインペン（3歳児）（１本ずつ名前を書いて） 

・ペンテルケーキカラー（4.5歳児）（ふたと底と筆に名前を書いて） 

 ・手さげかばん・上履き入れ（１週間預かり・週末に持ち帰ります） 

 ・カラー帽子代（全園児）サインペン代（3歳児新入園児） 

ケーキカラー代（4、5歳児新入園児）  ・クレパス代（申し込み者のみ） 

・日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の『同意書』 

 ・緊急時における『園児引き渡しカード』 ・雑巾２枚（名前なし） 

・希望者のみ個人絵本申込み袋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

その他 

・園には、おもちゃ等不要なものは持たせないでください。 

・旅行のお土産等も、園内でのやり取りは禁止とします。（職員にも禁止）お気持ちだけ受
け取ります。 

  

 

 

 

 
 

 

①  服装について 

  ・ 特に連絡がない限り毎日、制服・名札着用。制服の中の中衣・下衣は自由ですが、運

動に適し洗い替えができる、汚れてもよい物を着せてください。スカート・キュロット、

フードやひもがある衣服は、動きにくく危険なため禁止です。（ただし、6月～10月まで

は、体操ズボンを着用） 

・ 靴は、履きなれた足のサイズにあったものを履かせてください。サンダルやブーツな

どは、動きにくいので禁止です。 

・ 髪の長い子は、必ず結んでください。ゴムは、飾りのないものでお願いします。 

 

②  登降園について 

 ・ 駐車場が狭いため、できるだけ徒歩か自転車での登降園をお願いします。園児一人で

の登園は絶対にせず、必ず保護者での送迎をお願いします。駐車場での交通事故・連れ

去り防止のため、駐車場からは必ず手をつなぎ、子ども玄関まで送ってきていただくよ

うお願いいたします。 

・ ２号認定（標準時間）の方は、西門より入り、れんげ組テラスまでお迎えに来てくだ

さい。（南門は、１６時に施錠します。） 

・ 車で登降園の場合は、園周辺の迷惑にならないようにご配慮ください。２０分以上の

長い駐車はご遠慮ください。 

 ・ 遅刻・欠席の場合は９：００までに、必ず園に連絡をしてください。 

（電話３２－０９１３） 

 ・ 給食食材納入業者の出入りがあるため、園舎北側の道路より園舎の方に車で進入しな

いでください。 

 

 

   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 園舎の施錠について 

 ・ 不審者侵入防止のために、南門・西門は９：００～１３：３０まで施錠します。 

 ・ 遅刻や都合で早い降園をされる場合や忘れ物などの届け物は、職員玄関よりインター

ホンを鳴らして、お子様の名前を伝えてから入ってください。 

④ 医療行為について 

 ・ こども園には、養護教諭はいません。薬の服用・目薬・塗り薬等は医療行為に当たり

 

養老町では、お子様の安心安全のための情報連絡のために、メール配信システム

『養老町保育園メール』の運用しております。 

緊急連絡を子ども課や子ども園、携帯電話のメールアドレスへ一斉に配信するもの

です。 

 その登録について別紙の用紙をご覧になって、各自で登録をして 

いただきたいと思います。 

 登録は、４月８日（水）午後３時～４月１０日（金）午前中までに 

お願いいたします。 

登録できない場合は、園のパソコンから登録させていただきますので、 

申し出てください。（テスト配信を４月１３日（月）に行います） 

安全安心すぐメールについて 

提出物について 

 

１号認定・・・・午前９時から午後２時まで （午前８時３０分から随時受け入れ） 

２号認定(短)・・午前８時から午後４時まで（午前８時から随時受け入れ） 

２号認定(標準)・午前７時３０分から午後６時３０分までの範囲内で保育の必要時間 

  ☆午後５時以降のお迎えの方は、夕方のおやつの時にお茶が入りますので、毎日 

水筒にお茶を入れて持たせてください。 

教育・保育時間について 

平成公園駐車場  

養老こども園 

送迎時は、混雑が予想されます。交通

事故防止のためにも、養老こども園周辺

を、一方通行とします。ミズノ前道路か

ら、降りてこられる方は、西側駐車場か

平成公園駐車場に車をとめ、お子さんを

送迎された後、のぼる米穀交差点へとお

回りください。 

 ミズノ前道路は、駐車禁止です。 

養老こども園の通園の心得 

◎土曜共同保育の申請書は、前月の１０日までに提出してください。 



 

禁止されています。ただし、どうしても必要な方は、与薬依頼書（捺印あり）・処方箋

を提出してください。 

 

⑤ 保育参観について 

 ・ こども園は教育の場です。園の教育にご理解をいただき、園が子育ての共有者として

ありたいと思っています。園の参観は『参観』『参加』の要素があります。動きやすい服

装でご参加ください。 

・ スリッパを持参願います。（靴は出しっぱなしにせず、下駄箱の空いているところに

入れてください） 

 ・ 行事や入園式や卒園式は、平成公園・高田公民館・高田中学校の駐車場をお借りしま

す。なるべくつめてたくさんの方が駐車できるようにしてください。なお、土曜日・祝

日の行事は、ミズノの駐車場をお借りしてあります。 

 ・ 保育参観での写真撮影は禁止です。入園式・卒園式・運動会・クリスマス会・遊び発

表会・誕生会での写真撮影は許可しますが、他の園児や職員が写っている写真を勝手に

ＳＮＳにアップすることは違法行為です。 

 

⑥ 誕生会について 

・ 4月、5月、7月、9月、11月、1月、2月に誕生会を行います。子ども達は、1つ大き 

くなることが自慢です。高価なプレゼントでなく、みんなの心のこもった誕生会を開き

ます。３歳児、４歳児は、各教室で先生や友達と・・・（3，4歳児の保護者の方も参加

していただいても結構です。）５歳児は、お家の人にも来ていただき、「感謝」の気持ち

がもてるような誕生会にします。お家の方の子育ての苦労を知ること、みんなから愛さ

れている喜びを味わうこと、自分や人の命の大切さ知る機会としていきますので、特に、

５歳児のお家の方のご協力、よろしくお願いします。誕生会で、心のこもったメッセー

ジを１分程度でお話ください。（生まれた時の様子（身長、体重）・名前の由来・今まで

のエピソードでうれしかったこと、驚いたこと、大変だったことなど） 

   誕生児のお家の方やマザーフレンズの方には、誕生会で出し物をやっていただきたい

と思います。４月は、令和元年度マザーフレンズの方に来ていただき、出し物をしてい

ただきます。誕生児以外の方も、自由参観としますので、ぜひ参観ください。 
 

⑦ 家庭教育学級について 

・ 岐阜県では、子育てやしつけについて悩んだり、子どもの成長を喜び合ったりして、

子どもと共に成長していくことを願って、こども園・小中学校に『家庭教育学級』が設

けられています。保護者会会員全員が『家庭教育学級』の学級生となります。 

 ・ 家庭教育学級は、園行事・保護者会行事と兼ねて行いますので、特に行事を設けるこ

とはありません。 

 

⑧ マザ－フレンズについて 

・ 親子の心を豊かにするため情操教育活動を位置づけていきます。会員を募り『マザー

フレンズ』という名前で活動をしていきます。楽しい会ですので、是非ご参加ください。

詳細は、本日配布しました募集要項をご覧になり、４月２７日（金）までに入会申込書

を担任までご提出ください。 

 

 

⑨ 給食費・保護者会費等集金について 

・ 給食費・保護者会費等の振替は、毎月１１日です。残高を確認し、引き落としができ

るようにしてください。支払いが遅れる場合は、前もって園に申し出てください。４月

分は、４．５月合わせて５月１１日（月）に振替です。 

・ 振替不能の場合は、こども園まで現金で納入願います。 

・  給食費を納付期限内に納付されている多くの方と、されていない方との受益者負担の公

平性を確保するため、納付期限内に納付されていない方を対象に、町が支給する児童手

当から給食費を直接差し引く形で徴収（特別徴収）を行います。  

 

⑩ 園庭開放について 

・ 送迎時には園庭を開放しています。（１号認定の方は、１４時半まで、２号認定（短

時間）の方は、１６時半までとします。）お迎えの後、遊んで行かれる場合は、保護者

の責任のもとで遊ばせ、絶対にお子さんから目を離さないようにしてください。 

 

⑪ 一時預かり・延長保育について 

・ １号認定で緊急時等により保育を希望される方は、一時預かりを行います。 

２号短時間認定で８：００～１６：００を超えて保育を希望される方は、延長保育を

行います。事前に申請していただきます。 

 料金表  養老町認定こども園一時預かり事業（1号認定園児対象） 

 

 

養老町延長保育事業（２・３号認定の短時間園児対象） 

 

 

 

 
 

 

 

 

区分 時間 利用料（日額） 

平日 

午前7時30分～午前9時 200円 

午後２時～午後４時 600円 

午後２時～午後６時 1,000円 

長期休業日の平日 

午前９時～午後２時 1,700円 

午前９時～午後４時 2,300円 

午後９時～午後６時 2,700円 

実施時間 延長保育料 

午前７時30分から午前８時 30分ごとに100円 

午後４時から午後６時30分 30分ごとに100円 

新型コロナウイルス感染拡大防止について 

【登園の際には、以下のことにご協力ください。】 

 

（１）毎朝、検温をお願いします。３７．５度以上の場合は登園を控えてください。 

（２）マスクを着用させてください。 

（３）十分な睡眠やバランスのとれた食事に心がけてください。 

（４）手洗い、咳エチケット等の感染症対策を習慣化しましょう。 


